
番号 文　書　名 名 義 人 → 名宛人

1 受給資格認定申請書 受給資格者（→学校設置者） → 都道府県

2 資格認定通知 都道府県 → 学校設置者

3 資格認定通知 学校設置者 → 支給対象者

4 資格不認定通知 学校設置者 → 支給対象者

5 支給決定通知 都道府県 → 学校設置者

6 支給決定通知 学校設置者 → 支給対象者

7 変更支給決定通知 学校設置者 → 支給対象者

私立高等学校高校生等臨時支援金　様式一覧



　・臨時支援金を申請したいので、受給資格の認定を申請します。

　・この申請書又は届出書の記載内容は、事実に相違ありません。

〒

　※　記入にあたっては、消えるボールペンは使用しないでください。

学校受付日　　　　年　　月　　日（学校において記入。）

③過去に在学していた高等学校等において、臨時支援金
の支給を受けていた期間
（「②過去に別の高等学校等に在学していた期間」と同
じ場合には、記入不要。）

　  年　  月 　 日
～　  年 　 月　  日

②過去に別の高等学
校等に在学していた

期間

学校名

　　　　　　立

　　  年 　 月　  日 ～
学校の種類・課程・学科

（うち支給停止期間等）

　  年　  月 　 日
～　  年 　 月　  日

生徒が在学する
学校の名称

【（転校した場合のみ記入）　高等学校等の在学期間について】

①現在通っている高
等学校等の在学期間

学校名

　　　　　　立

　　  年 　 月　  日 ～
学校の種類・課程・学科

（うち支給停止期間等）

　  年　  月 　 日
～　  年 　 月　  日

日

生徒の住所 都道
府県

市区
町村

保護者等の電話番号

月

保護者等の
電子メールアドレス

 生徒の生年月日 年

　・学校設置者が、私に支給される臨時支援金を代理受領することに同意します。

　・臨時支援金を授業料に充てるとともに、臨時支援金の支給に必要な事務手続
　きを学校設置者に委任することを同意します。

　（以下の空欄に生徒本人が署名してください。保護者等による代筆も可能です。記入に当たっては、
　　別紙の「記入上の注意」及び「留意事項」をよく読んでから記入してください。）

ふりがな

生徒の氏名 姓 名

　・臨時支援金の認定事務のため、私の高等学校等就学支援金の認定や受給状況
　に係る情報を利用することに同意します。

様式１

　　年　　月　　日

　　　　　　殿

私立高等学校高校生等臨時支援金受給資格認定申請書

　・この申請書に虚偽の記載があった場合は、岩手県の求めに従いその金額を即
　時返還します。

（私立高等学校高校生等臨時支援金（以下「臨時支援金」という）について、次の事項を必ず確認の
　上、□にレ印を付けてください。）



イ

ロ

ヘ

イ

ロ

ハ

ニ

ホ

ヘ ２つ以上の課程に在学している場合は、いずれか１つの課程を選んで申請をしてくださ
い。

　備考　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

留意事項

県は臨時支援金の支給の可否を、高等学校等就学支援金の審査結果を利用して確認しま
す。そのため、高等学校等就学支援金を申請していない場合は、臨時支援金の申請はで
きません。

転校の場合は、原則として転校した月のうちに申請を行う必要があります。

臨時支援金の申請には、原則として、地方住民税の申告が必要です。未申告の場合は、
市町村役場において申告の上、申請書を御提出ください。未申告のまま申請書等が提出
され、手続きの途中で未申告であることが判明した場合、臨時支援金の支給が大幅に遅
れる可能性があります。

過去に国公私立を問わず高等学校等（修業年限が３年未満のものを除きます。）を卒業
し又は修了したことがある場合には、臨時支援金の受給資格はありません。また、高等
学校等に在学した期間（定時制・通信制等に在学した期間は、その月数を１月の４分の
３に相当する月数として計算。）が通算して36月を超えた場合も受給資格はありませ
ん。（ただし、支給停止期間等は含めません。）

既に支給決定されている高校生等臨時支援金の合計額が118,800円（通信制の場合は、
115,488円）を超える場合には、高校生等臨時支援金の支給を受けることができません。

「学校の種類・課程・学科」の欄には、｢①高等学校（全日制）｣、｢②高等学校（定時
制）｣、｢③高等学校（通信制）｣、｢④中等教育学校（後期課程）｣、｢⑤特別支援学校
（高等部）｣、「⑥高等専門学校（１～３学年）」、「⑦専修学校（高等課程）昼間学
科」、「⑧専修学校（一般課程）昼間学科」、「⑨専修学校（高等課程）夜間等学
科」、「⑩専修学校（一般課程）夜間等学科」、｢⑪専修学校（高等課程）通信制学
科｣、「⑫専修学校（一般課程）通信制学科」、「⑬各種学校（外国人学校）」、「⑭各
種学校（その他）」の別を記入してください。

（別紙）

記入上の注意

【高等学校等の在学期間について】の欄は次によって記入してください｡

これまでに臨時支援金を受給した期間がある場合は、支給が決定した旨の通知又は受給
の実績を証明する書類を提出してください。

「支給停止期間等」とは、休学のために就学支援金の支給停止の申出を行ったことによ
り支給が停止されていた期間のほか、①日本国内に住所を有していなかった期間、②所
得制限によって就学支援金の支給を受けていない状態で休学した期間、③平成22年４月
１日より前に公立高等学校等（公立の高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援
学校の高等部並びに高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第１条第１項第
２号に掲げる専修学校の一般課程及び同項第３号に掲げる各種学校）以外の高等学校等
を休学していた期間、④平成26年４月１日より前に公立高等学校等を休学していた期間
をいいます。



様式２

学校法人○○学園

○○○○高等学校

○○県○○課高等学校等就学支援金担当
　電話　○○（○○○○）○○○○

本件担当

文 書 番 号
令 和 年 月 日

岩手県知事

○○　○○

私立高等学校高校生等臨時支援金の受給資格認定について

　貴高等学校に在学する生徒に係る私立高等学校高校生等臨時支援金の受給資格について、別添のと
おり（認定しましたので、認定を却下しましたので）通知します。
　ついては、在学する生徒に通知していただくよう、お願いいたします。



様式３

○○高等学校　　文科　太郎　殿

1 認定番号 ●●

2 支給対象者 文科　太郎

3 在籍高等学校等 ○○高等学校

4 学校種・課程等の別 高等学校（○○制）

5 高等学校等の設置者（代理受領者） 学校法人　○○学園

6 私立高等学校高校生等臨時支援金支給者 岩手県

7 認定年月 令和●年●月

【高等学校等就学支援金が支給される場合について】

○○学校　○○
　電話　○○（○○○○）○○○○

　私立高等学校高校生等臨時支援金の受給資格について、岩手県知事より下記のとおり認
定されましたのでお知らせします。

文 書 番 号
令和 年 月 日

学校法人　○○学園

理事長　○○　○○

私立高等学校高校生等臨時支援金の受給資格認定に係るお知らせについて

本件担当

　私立高等学校高校生等臨時支援金は、令和７年度中に高等学校等就学支援金の支給に関
する法律（平成22年法律第18号）に基づく高等学校等就学支援金が支給される場合には、
当該支給額を除算した額を支給します。このため、私立高等学校高校生等臨時支援金の支
給後に高等学校等就学支援金が支給されることとなった場合には、私立高等学校高校生等
臨時支援金の返納が発生する可能性があります。

記

　あなたに支給される私立高等学校高校生等臨時支援金は、上記の学校設置者が代理受領
し、あなたが納めるべき授業料に充当します。

【留意事項】

　私立高等学校高校生等臨時支援金の受給資格認定通知を、複数受け取った場合（他の都
道府県から受け取った場合を含む）には、支給手続きを再確認する必要がありますので、
以下の担当まで連絡してください。



様式４

○○高等学校　　文科　太郎　殿

記

（理由）
（例）高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成22年法律第18号）に基づく就学支援
金を支給するため。

　私立高等学校高校生等臨時支援金の受給資格について、岩手県知事より下記のとおり申請は
却下されましたので、お知らせします。

文 書 番 号
令 和 年 月 日

学校法人　○○学園

理事長　○○　○○

私立高等学校高校生等臨時支援金の受給資格認定に係るお知らせについて



様式５

学校法人○○学園

○○○○高等学校

○○県○○課高等学校等就学支援金担当
　電話　○○（○○○○）○○○○

本件担当

文 書 番 号
令 和 年 月 日

岩手県知事

○○　○○

私立高等学校高校生等臨時支援金の支給決定について

　貴高等学校に在学する生徒に係る私立高等学校高校生等臨時支援金について、別添のとおり（支給
することに決定しましたので、支給額を変更することに決定しましたので）通知します。
　ついては、在学する生徒に通知していただくよう、お願いいたします。



様式６

　学校名

　　受給権者　　殿

１ 円

２ 支給決定（予定）額内訳

３

【注意事項】

※

（ 代 理 受 領 者 ）

学 校 の 設 置 者 学校法人○○学園

　この通知による支給決定額は予定額であり、在籍状況の変更や保護者等の状況の変更（保護
者等変更等）による高等学校等就学支援金の支給決定（予定）額の変更等により、変更となる
場合があります。
　支給決定額が減額となるときは、所属する高等学校等に対して変更前と変更後の差額に相当
する授業料を納付しなければならないことがあります。

4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分

文 書 番 号

令 和 年 月 日

学校設置者

私立高等学校高校生等臨時支援金支給決定通知書

支給決定（予定）額

　私立高等学校高校生等臨時支援金については、岩手県知事より下記のとおり決定されましたの
で通知します。
　なお、あなたに支給される私立高等学校高校生等臨時支援金は、下記の学校設置者が代理受領
し、あなたが納めるべき授業料に充当します。

記

3月分10月分 11月分 12月分 1月分 2月分



様式７

　学校名

　　受給権者　　殿

１ 円

２ 円

３

 ３４

 ４５ 学校の設置者（代理受領者）

【注意事項】

※

文 書 番 号

令 和 年 月 日

学校設置者

私立高等学校高校生等臨時支援金変更支給決定通知書

変更支給決定（予定）額

変更支給決定（予定）額内訳

　令和　　年　　月　　日付け　　第　　号で支給決定した私立高等学校高校生等臨時支
援金については、岩手県知事より下記のとおり決定されましたのでお知らせします。
　なお、あなたに支給される私立高等学校高校生等臨時支援金は、下記の学校設置者が代
理受領し、あなたが納めるべき授業料に充当します。

記

既 支 給 決 定 額

変更支給決定（予定）理由

（理由）

　この通知による支給決定額は予定額であり、在籍状況の変更や保護者等の状況の変
更（保護者等変更等）による高等学校等就学支援金の支給決定（予定）額の変更等に
より、変更となる場合があります。
　支給決定額が減額となるときは、所属する高等学校等に対して変更前と変更後の差
額に相当する授業料を納付しなければならないことがあります。

学校法人○○学園

4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分

10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分


